
8

平
成
二
十
三
年
度
第
一
回
目
の
「
医
療

費
通
知
書
」
を
九
月
に
配
付
し
ま
す
。

こ
の
通
知
書
に
は
、
組
合
員
の
皆
さ
ん

や
被
扶
養
者
の
方
が
保
険
医
療
機
関
を
受

診
し
た
際
の
医
療
費
の
総
額
や
、
共
済
組

合
が
負
担
し
た
金
額
等
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

医
療
費
が
ど
の
位
か
か
っ
た
か
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
共
済
組
合
の
短
期
給
付
財

政
の
実
状
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
の
参

考
資
料
と
し
て
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
か
ら

　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
ま
で

共
済
組
合
が
医
療
機
関
に
支
払
う
医
療

費
は
、
掛
金
・
負
担
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。
財
源
の
有
効
利
用
の
た
め
に

も
、
今
後
も
適
正
な
受
診
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方

を
希
望
す
る
な
ど
医
療
費
の
節
減
に
も
ぜ

ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※

第
二
回
目
は
平
成
二
十
四
年
二
月
に

配
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

「
医
療
費
通
知
書
」を
配
付
し
ま
す

「
医
療
費
通
知
書
」を
配
付
し
ま
す

「
医
療
費
通
知
書
」を
配
付
し
ま
す

あなたと、ご家族の医療費は次のとおりです。

※ご不明な点がありましたら共済組合保険課までお問い合わせください。

受診者氏名 診療
年月 日数 診療区分・給付種別 自己負担額公費負担額法定給付額医療費総額 家族療養費

附加金等 高額療養費 入　院
附加金 支 給 額

共済　太郎 2212 10 医科入院 500000 417570 82430 57400   57400
共済　花子 2301 3 医科入院外 10000 7000 3000
共済　花子 2304 4 柔道整復 20000 14000 6000
共済　あい 2305 6 歯科入院外 90500 63350 27150 2100  2100

    620500 501920 118580 59500   59500合　　　　　計

医 療 費 通 知 書
平成22年11月　～　平成23年5月分

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

①「診療年月」
診療を受けた年月

②「日数」
１ヵ月に入院または通院した日数

③「診療区分・給付種別」
医科・歯科・調剤などの別、入院・入院外の別

④「医療費総額」
診療区分ごとの医療費の総額

⑤「法定給付額」
共済組合が負担した金額
※限度額適用認定証使用者の高額療養費は、この欄の金額に含まれ
ます。

⑥「公費負担額」
医療費助成制度に該当する方について、国、県または市町村が負担
した額

⑦「自己負担額」
医療機関の窓口で負担した額（原則、医療費総額の３割）

※限度額適用認定証使用者については、所得区分に応じた計算方法
により計算されます。
※医療費助成制度該当者については、自己負担金額が把握できない
ため、⑥公費負担額に自己負担額を含めて表示しています。

⑧「家族療養費附加金等」
自己負担額から基礎控除額２５,０００円を控除した金額
※控除後の金額が千円未満の場合は不支給　百円未満は切り捨て
⑨「高額療養費」
自己負担額（原則、医療費総額の３割）から自己負担限度額を控除
した額
※自己負担限度額は、給料月額、過去１年間の入院回数等により異
なります。

⑩「入院附加金」
引き続き７日以上入院した場合の給付金（組合員：１日５００円、
被扶養者：１日４００円）
※平成２２年４月１日廃止（３月３１日までの入院については支給します。）
⑪「支給額」
共済組合が送金した額の合計　⑧＋⑨＋⑩

見方について

＊共済太郎の２２年１２月診療については、限度額適用認定証を使用した場合の通知内容
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給付金等受取口座について給付金等受取口座について
－ 共済組合からのお願い －－ 共済組合からのお願い －

パート収入等があるご家族を扶養認定している方へ
― 月々の収入額にご注意を！ ―

次のＡまたはＢのどちらかを選択することができます。
　Ａ ボーナスの額を支給対象月の月数で除算して、支給対象月の収入に加算する。
　Ｂ ボーナスが支給された月に一括加算する。
ＡまたはＢを選択した結果、収入月額が３カ月平均して１０８,３３３円を超えた場合には超えた翌月の１日付（上記例
①参照）で、３カ月連続して１０８,３３３円を超えた場合には、超えた最初の月の１日付（上記例②参照）で認定取
消になります。

当てはまる場合は、速やかに所属所の共済事務担当課にて認定取消の手続きを行ってください。

◆ 給付金等受取口座を変更したときは、所属所の共済事務担当課を経由し「共済組合員申告書」を共
済組合へ提出してください。

◆ 婚姻等により氏名が変更になったときは、所属所の共済事務担当課を経由し「共済組合員申告書」
（組合員証を添付してください。）を共済組合へ提出していただくとともに、金融機関においても
口座名義の変更手続きをしてください。

6月 7月 8月 9月 10月

8万円 11万円 9万円 13万円 12万円

6月 7月 8月 9月 10月

10万円 11万円 11万円 12万円 10万円

《収入が給与月額だけの場合》

《ボーナス等が支給される場合》

例① 収入月額が３カ月平均して１０８,３３３円を超える場合 例② 収入月額が３カ月連続して１０８,３３３円を超える場合

7月～9月の平均額：（11万＋9万＋13万）×1/3＝11万円 ＞108,333円
10月1日から認定取消になります。

7月1日から認定取消になります。

お問い合わせ先　共済組合保険課　℡ 029－301－1413

お問い合わせ先　共済組合保険課　℡ 029－301－1413

常陽銀行、筑波銀行、中央労働金庫
ただし、上記の金融機関が近隣に存在しない場合は、茨城県信用農業協同組合連合会の会員である農業協同組合の

口座を登録することができます。
※任意継続組合員の方は、上記以外の金融機関でも口座を登録することができます。

給付金等送金事務取扱規程に定める金融機関とは

高額療養費、家族療養費附加金、一部負担金払戻金、出産費、埋葬料、各種手当金、共済貯金払戻金、
貸付金など

送金する給付金とは

被扶養者に認定されているご家族は、月収が１０８,３３３円を超えると認定取消になりますが、パートタイム
やアルバイト等の仕事をされていて月々の収入が一定していない場合は、３カ月の平均給料が１０８,３３３円を
超えると認定取消になります。以下を参考に収入状況の把握をお願いします。

共済組合では、組合員の皆さんに、茨城県市町村職員共済組合給付金等送金事務取扱規程に基づき金融機関の
普通預金口座を登録していただき給付金等を送金していますが、その口座が「解約されている」「氏名が相違して
いる」などの理由により、毎月何件ものエラーが発生している状況です。
エラーが発生すると、組合員の皆さんへの送金が遅れてしまうケースもありますので、次の点にご注意願います。
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